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飯舘村放射能エコロジー研究会 福島シンポジウム  

２０１２／１１／１８ 

 

 

飯舘村民の 

生活再建への思いと展望 



２０１０年５月飯舘村の里山風景 



２０１２年７月飯舘村の荒廃した里山風景 



地区別計画評価発表会 
地区別評価のﾜｰｸショップ 

 偉大な田舎人づくり（クオリティライフ顕彰） 

 ２０の集落（行政区）単位での地区別計画と行動 

    １０年間で各地区へ１０００万円の村から活動費助成 

 までい（真手、じっくりゆっくりの意味の東北弁）なむらづくり 

 新エネルギープランと木質エネルギー（チップボイラー）活用 

★飯舘村の集落住民と行政の協働による村づくりの歴史  

住民と行政の協働によるエコロジカルで、手づくりの村づくり 



日本大学糸長研究室＋ＥＡＳの飯舘支援 

◆汚染状況調査      

  空間線量、共同菜園での野菜の放射能測定 

◆住民意識の聞き取り・アンケート調査、情報発信 

  仮設住宅（2011年10月）、前田（2012年３月）、長泥（2012年5月、７月） 

   全村民アンケート（2012年10～11月）、区長アンケート（2012年9月）、   

   シンポジウムの共同企画 

◆放射能影響軽減策 

 専門医等による健康学習会・相談会の実施 

 子どものサマー疎開キャンプの企画･実施、村民別荘の設置試行 

◆コミュニティ維持・再生 

 ふくしま災害支援室の設置、   仮設共同農園の開設支援 

 「いいたて子どもを守る会」の設立支援 

◆飯舘村文化の維持と創造 

 伝統技術を用いた交流促進の支援（いいたて匠塾） 

 子ども、老齢者対応のアート、ケーキづくり等イベントの企画･実施 

◆二地域居住村の形成に向けた調査･企画･提案 









共同菜園づくり支援 
 

相馬市内の飯舘村仮設住宅地の近くの共同菜園づくり 支援 





匠塾・出前、技術避難プロジェクト支援 

長野県小海町  2012年1月31 





避難状況  ２０１１年１０月 

世帯
数 

約１,７００  ⇒  ２,７００世帯に世帯分離 

人 口 
６,１７７人が   県内に ５,６３３人  
           県外に ５３０人 外国に １４人避難 

避難先 ・ 福島市  ３,６８７人 ・ 相馬市、南相馬市  ６４５人 

・ 伊達市   ６２２人 ・ 県外           ５３０人 

・ 川俣町   ４９１人 ・ その他          １７８人 

    仮設住宅(９ケ所) 公営宿舎等    ７９５世帯 (約３０％)  

    借上げ住宅等               １,８０５世帯 (約７０％) 

借り上げ住宅等には、早い時期に自力で避難した村
民が多い。 (特に、子供と若者層で) 
 



避難の住まいの形態 避難者数 避難者比率 ％ 避難世帯数 世帯比率 ％ 世帯平均人数 

仮設合計 1,208 18.2  603 19.5  2.0  

いいたてﾎｰﾑ 93 1.4  93 3.0  1.0  

公的宿舎 541 8.1  194 6.3  2.8  

借上住宅 3,917 59.0  1,647 53.2  2.4  

その他 869 13.1  548 17.7  1.6  

未避難 13 0.2  8 0.3  1.6  

不明 1 0.0  1 0.0  1.0  

合計 6,642 100.0  3,094 100.0  2.1  
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避難先 避難者数 避難者比率 ％ 避難世帯数 世帯比率 ％ 世帯平均人数 

飯舘村内 106 1.6  101 3.3  1.0  

福島県内小計 5,999 90.3  2,687 86.8  2.2  

内  福島市 3,809 57.3  1,643 53.1  2.3  

伊達市 580 8.7  279 9.0  2.1  
川俣町 508 7.6  187 6.0  2.7  

相馬市 420 6.3  205 6.6  2.0  

南相馬市 314 4.7  185 6.0  1.7  

県外計 536 8.1  305 9.9  1.8  

不明 1 0.0  1 0.0  1.0  

合計 6,642 100.0  3,094 100.0  2.1  

飯舘村民の避難状況   ２０１２年６月１日  村のＨＰを加工 

仮設の平均世帯人数   ２人 

公的宿舎          ２．８人 

借り上げ住宅        ２．４人 

→ 若い世帯が仮設住宅以外に避難している傾向 



 □ ６５歳以上 

■ ６４歳以下 

  図５ 将来展望（帰村、移住意向等） 2011年10月 ５２人  

村に戻りたい    約 ４割 

村外の場所に移住してもよい   約７割 



•村外の場所に移住してもいい 
★６４歳以下 

・この仮設住宅暮らしでいい。家賃もなし。伊達市でもいい。床屋も病院もあり、便利
。 ６２ 

・ワイワイ集団で暮らしたい。分村の対応も必要。除染の期待はしない。６１ 

・新しい分村が良い。（国見町でもいい）５９ 

・村じゃなくても、移住でもいい。家族と暮らせれば良い。５７ 

・孫、子供と一緒に生きていくから帰る事はない。移住は賛成。福島内が良い（仕事
の関係で）５７ 

・戻るのがベストだが、戻ることはできないだろう。その場合、相馬に住みたい。住む
家族形態は問わ 

 ない。５６ 

・帰って生活するのは難しい。第2の飯舘村を作り20～30年スパンで物事を見ていき
たい。 ５５ 

・仮設を出てアパートか、戸建てがいいかも。移住したい思いはあるが家族と意見が
分かれそう。５５ 

・あまり遠くないところで仮設を出て暮らしたい。５２ 

・家族で移住できるならしたい。金の問題がなければ。３４ 

・北には行きたくない。沖縄にいとこもいるから行くかもしれない。移住には賛成。３４ 

・内部被爆の問題もあり、空間線量の0,1msv。帰るつもりはない。賃貸だったし。「ふ
るさと」が二つ あっても良い。３２ 



２０１１年１０月のシンポジウム（「負げねど飯舘」）での
村民アンケート結果  ４４人回答 

２年での住居除染の可能性ない ７５％ 

２年後の帰村で生活しない    ５５％   



２０１２年１月３１日 トンデル博士の講演会での アンケート結果 

福島市民、飯舘村民等 １４４名 

原発被害対策で重要な上位３項目は？ 

子どもの疎開・避難の権利保障     ５３％ 

被害の補償・賠償             ５０％ 

将来にわたる医療保障の充実      ４７％ 

移住計画の推進               ４１％ 

徹底した除染                 ２２％ 



 

№ 
カテゴリ 件数 

(全
体)% 

1 国や村が帰村可能というのだから、村に戻りたい     12     9.2  

2 
避難生活を続けるための補償がなければ、帰村するしかな
い 

    24    18.3  

3 帰村しない     23    17.6  

4 その時にならないとわからない     57    43.5  

5 その他      2     1.5  

  不明     13     9.9  

  サンプル数（％ﾍﾞｰｽ）    131   100.0  

前田行政区アンケート結果（2012年３月） 
【問21】国や行政が“帰村可能”と決めても、あなたが“成功”と考
えるレベルまで除染ができていない状況で、かつ避難生活費の行
政負担がなくなった場合、あなたはどうしますか。現段階での考え
をお答えください。（○は一つ） 



 優先すべき 対策意向 

補償・賠償      ６１％ 

 

安心して暮らせる移転先の検討   ３８％ 

 

徹底した除染     ３０％ 



2013/1/19 21 

飯舘村村民アンケート結果 ６月２２日 飯舘村ＨＰより 飯舘村の実施した村民アンケート 結果  ２０１２年６月 
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補償の継続   ８割 

借り上げ住宅制度の継続希望  ７割 
 

放射能の下がり具合で村に帰るつもりの人  ４６％ 
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村に帰るつもりのない人    ３３％   

補償の継続           約７５％ 

借り上げ制度の継続     約６０％ 

移転先の住居確保      約５５％ 



長泥の成人へのアンケート ７月  ９０人の回答 



長泥に帰還してもよい条件 

将来的にも戻らない公算高い         ３．５割 

 

年間 １ミリシーベルト 未満          ３割 



長期避難生活での住宅の形態 

自分の住みたい場所に戸建て        ３．５割 

 

長泥住民の集まる住宅団地で戸建て    ２．５割 

戸建ての復興公営住宅            １．５割 



長期避難生活での居住希望場所 

荒井等福島市内の低汚染地区  ２８％ 

川俣・飯野                ２５％ 

村内の解除準備区域         ５％ 

飯舘村に近いところ          ９％ 



長期避難生活での家族の同居希望 

親世帯との同居               ５割 

 

親世帯と子世帯の分離          ３割 



村外での新しい住宅建設意向 

計画を始めた  ７％ 

計画するつもり ２８％ 

未定   ５０％ 



村外での仮の町・集落の実施意向 

賛同   ２８％ 

どちらともいえない  ４４％ 
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区長アンケート   ２０１２年９月実施     
２０行政区長配布   １２行政区長回収 

行政区の住民の絆の維持での課題 
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村内の土地、建物の補償意向 



全有権者 アンケートを実施  ２０１２年１０月末 

 

５１００人に送付、現在回収中 約 １３００名 回収  

 

自由記入の一部紹介  

 

   
 

60歳 
女性 

村外の生活は、とても大変、早く村に帰りたい。村で農
場したいと思っている。けど無理でしょうね。一日も早く
村に帰りたい。みんなで生活したい。 

2 

27
歳
女
性 

神奈
川に
避難 

2 

避難先で盗難にあったり、車にいたずらされたりしたため、
精神的にまいっている。放射能に注意しながらの生活に
加え、長期にわたる避難生活という状況にストレスが溜ま
りイライラすることが多く、家族に当たってしまうことが多く
なってしまい、先行きが何も見えない現状に不安をかかえ
ています。国、県、村は帰村させる事ばかりで、本当の事
を出さず、何も信用できない。日本には子どもは不要ない
でしょうか・・・・ 



★帰還と回復 
 
 帰還は、元居た場所に還ることである。 

 元の状態に還ることは回復。 

 帰還は場所へのこだわり 

 回復は状態へのこだわり 

 原発事故被害地域の復興再生の主要なテーマは、 

 帰還ではなく、回復。 

 人の回復、家族の回復、コミュニティの回復を 

                       第一に考えたい。 

 元の状態に還す「恒常的回復」 
 

 → 高度な深化した状態に還る、 

    「向上的回復」をめざす。 



不安定期の脱成長社会での 
 

定住・移住・還住のデザイン 
 

２居住１００年構想 
 

 

 





原発災害二拠点居住促進法(案)の骨子 Ｖ１ 
2012年3月18日 

NPO法人エコロジー・アーキスケープ（理事長・糸長浩司） 

１．目的 

原発事故での災害は長期化する。帰村、帰町が長期的に困難な状
況下で、仮設住宅、借り上げ住宅での暮らしは不安定であり、かつ、
家族及びコミュニティの分断を継続させている。 

被災者は、一日も早く安心で、安定した暮らしができることを求めて
いる。そのためには、家族、集落、コミュニティ単位で、放射能汚染の
心配の少ない場所に移住して、生活できる定住環境を整備する。 

 個別の移住ではなく、コミュニティ単位での移住を基本とする。 

元の居住地へは、長期にわたり、見回り、管理、行事等のために、適
時に戻ることができる権利を保有する。放射能の汚染状況が改善さ
れ、住むことに支障が生じない段階においては、帰還を可能とする。 

（★津波被害での高所移転に関する「防災集団移転促進」を、原発
災害に関しては、省庁の枠を超えた地域密着型での総合化、大規模
化の公共支援事業して実施する。） 
 



 

２．内容 

（１）場所の選定 

 ①今後の予測で年間１ミリシーベルト以下の土地を目   

   安とする。 

 ②土地の選定に関しては、当該避難住民の意向を尊 

   重し、行政との協議により選定する。 

 ③避難住民の既存の集落、コミュニティのまとまりを尊 

   重して選定する。 

 ④場所の選定に関しては、東電、国は率先して行う。 

 

（２）移住対象 

 ①移住は世帯単独ではなく、５戸以上のコミュニティ単 

   位とする。 

 ②移住対象世帯数の上限は設定しない。 
 



（３）整備内容 

 ①町、村の機能を小規模化した施設、空間を総合的に整備する。 

 ②住宅地、農地、林地、コミュティ施設、幼児・児童教育施設、医 

   療・高齢者福祉施設、 

   加工場、商業施設、行政関連施設、共同農場、共同工場、共   
   同市場、交流市場等。 

 ③住宅は、戸建て住宅、連棟住宅が中心で元の居住地風景、環 

   境と馴染むようにする。 

 

（４）雇用の確保 

 ①移住地先、及びその周辺の産業の創設により、避難住民の安 

   定した雇用を確保する。 

 ②移住地先から通える範囲での雇用の機会の提供を、行政は積 

   極的に行う。 

 



 

（５）避難住民の健康管理 

 ①避難住民の生涯にわたる健康管理に関して、移住地での独自 

   の継続的な健康管理、健康維持のための支援を行う。 

 ②元の町村への一時帰宅にともなう放射能被ばくに関しても継続 

   的な調査とデータ化を行い、永続的な健康管理のシステムを 

   確立する。 

 

（６）移住先の不動産権利関係 

 ①移住先の土地に関しては、３０年～５０年間の定期借地権とす 

   る。 

 ②住宅、コミュニティ施設等に関しては、建設者が所有権を持つ。 

 

（７）建設費用 

 ①土地の定期借地費用、宅地・農地の造成費用は、東電、国の負 

   担とする。 

 ②住宅建設、農地での施設建設に関しても、東電、国の負担とす 

   る。 



（８）放射能汚染された不動産の補償と管理 

 

 ①住宅、農業施設、農林地等の不動産は、東電・国が  

   ３０年～５０年間の定期借家・借地で、被害者から 

   借用し、その借用金を補償金として被害者に支払 

   うこととする。 

 ②３０年～５０年間で借用された不動産に関しての、管 

   理、活用方法に関しては、「●●地区土地利用管 

   理組合」を設置し、当該関係住民と行政との協議 

   の上で、除染、管理システムを確定する。 

 ③尚、除染の結果として、帰還が可能と判断できた状 

   態では、定期借地契約の解約は、被害者が一方的 

   にできるものとする。 
 



（９）移転地の整備事業の総合性・参加性・エコロジー性の確保 

 ①防災集団移転事業のような単独省庁管轄事業ではなく、町   

   村独自、コミュニティ独自で総合的、パッケージ的にできる建    

   設事業とする。宅地、農地、公共用地、林地整備等を複合的 

   、総合的な事業とする。 

 ②整備事業の展開は、該当する町村及び住民の協議・参加に 

   よる建設及び運営委員会を立ちあげて、移転者の希望、要 

   望に添って協働的に進めるものとする。 

 ③環境の保護と育成、再生可能エネルギーの自給自足等を含 

   めた、エコロジー性を備えた最先端のモデル的な居住環境 

   を総合的に整備する。 

（１０）見守りと還住の権利 

  移転中は、元の居住地での、見守り、管理、行事等のために、 

  適時に戻ることができる権利を保有する。その際には、放射 

  線被曝に関する測定を継続的に行い、健康管理についての 

  配慮を行う。また、元の居住地の放射能の汚染状況が改善さ 

  れ、住むことに支障が生 じない段階においては還住の権利 

  を保障する。 


